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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

第21回健康セミナーは、同封のご案内をご覧下さい。（申込受付中！） 

第43回初歩の簿記講習会・第3回パソコン会計セミナーは、同封のご案内をご覧下さい。（申込受付中！） 

掲　示　板 （5～7月行事予定表） 

月　　日 時　　間 備　　　考 会　　　場 内　　　　　　　　容 

５
　
月 

７
　
　
　
　
月 

６
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月 

税制委員会と共催 

終了後：役員会 

税制委員会と共催 

終了後：懇親会 

終了後：懇親会 

終了後：役員会 

会長 

会長・受章者 

会長 

会長・受章者 

4/23～延期分 

中野サンプラザ11F 
ア ネ モ ル ー ム  
中野サンプラザ11F 
ア ネ モ ル ー ム  
中野サンプラザ11F 
ア ネ モ ル ー ム  

1日� 
20日� 
21日� 
26日� 
1日� 
2日� 
4日� 
〃 
〃 
5日� 
〃 

8・9・10日 
10日� 
11日� 
〃 
〃 

11日・12日 
17日� 
22日� 
〃 
〃 
〃 
1日� 
2日� 
7日� 
8日� 
9日� 

14日・15日 
16日� 

※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 
決算法人説明会 
新設法人説明会 
◆東法連・理事会 
※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 
書き方説明会 
中野法人会経営塾第一弾（税制改正セミナー） 
（共催）女性部会・第３２８回研修会 
（共催）源泉研究部会・第３９４回研修会 
中野法人会経営塾第一弾（税制改正セミナー） 
（共催）青年部会・第５５９回研修会 
第４３回初歩の簿記講習会（Aコース） 
第６回中野税務懇談会 
◆東法連・理事会＆通常総会 
◆東法連・感謝状及び記念品贈呈式 
◆東法連・祝賀会 
第４３回初歩の簿記講習会（Bコース） 
決算法人説明会 
正副会長会 
第９回通常総会（社員総会） 
第２１回春の講演会（健康セミナー） 
懇親会 
第７０回社会を明るくする運動（駅頭PR活動） 
※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 
第３回はじめてのパソコン会計体験セミナー 
決算法人説明会 
新設法人説明会 
生活習慣病健診 
源泉研究部会・役員会 

法 人 会 館  
法 人 会 館  
法 人 会 館  
全法連会館4階会議室 
法 人 会 館  
法 人 会 館  
法 人 会 館  
法 人 会 館  
法 人 会 館  
法 人 会 館  
法 人 会 館  
法 人 会 館  
署・別館2階会議室 
明 治 記 念 館  
明 治 記 念 館  
明 治 記 念 館  
法 人 会 館  
法 人 会 館  
 
 
 
 
サンプラザ前・JR中野駅周辺 
法 人 会 館  
弥生�セミナールーム 
法 人 会 館  
法 人 会 館  
中野サンプラザ7F 研修室 

13：00～17：00 
13：30～15：30 
13：30～15：30 
15：00～16：00 
13：00～17：00 
13：30～16：00 
16：30～18：00 
16：30～18：00 
16：30～18：00 
16：30～18：00 
16：30～18：00 
13：30～15：30 
16：00～17：00 
15：00～16：00 
16：00～17：00 
17：00～18：00 
13：30～15：30 
13：30～15：30 
15：30～15：55 
16：00～16：55 
17：00～18：00 
18：10～19：40 
14：00～  
13：00～17：00 
13：30～16：00 
13：30～15：30 
13：30～15：30 
9：30～
17：00～18：00 中野サンプラザ20F  

ジェミニルーム  

中野サンプラザ11F 
ブロッサムルーム 

※下記の予定は4月10日現在の判断で予定しておりますので、中止又は延期になる場合もあります。 
　詳細は、中野法人会事務局宛てに連絡願います。TEL 3388－6896

2020　VOL.2325月号の目次 5月号の目次 5月号の目次 

３ 
３ 
３ 

４・５ 
６ 
７ 
８ 
８ 

９ 
１０ 
１１ 
１２ 
１３ 
１４ 
１５ 
１６ 

活発な社会貢献活動（確定申告・駅頭PR活動） 
福利厚生事業（ボウリング大会）を実施 
（お知らせ）無料法律相談 
知っとくと得情報（税の豆知識：山岡先生） 
税務署だより（納税は期限内に） 
税務署だより（税務職員採用試験のお知らせ）＆都税だより 
中野区だより（アール・ブリュット展）（東商２１の会イベント）（ナカノプラプラ） 
本部だより（事業承継セミナー）（理事会）（健康セミナーの案内） 

令和元年度・新入会員紹介＆経営塾第一弾・簿記講習会 
支部だより（役員会を開催）＆部会だより（研修会を開催） 
部会だより（青年部会・租税教室） 
お知らせ（新型コロナウイルス感染症の影響を受ける皆様へ�） 
お知らせ（新型コロナウイルス感染症の影響を受ける皆様へ�） 
お知らせ（東京都：産業労働局） 
お知らせ（法人会：貸倒保証制度） 
お知らせ（マル経融資）（経営者大型保障制度）（健康相談ダイヤル） 

・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
 

 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●表紙（写真説明）…第18回フォト・コンテスト入賞『春の古河庭園』（古河庭園：北区） 宮治通信工業（株） 宮治　誠人 氏

発行所 （公社）中野法人会　〒165－0026  東京都中野区新井2－33－6 電話（3388）6896 FAX（3388）2550 e-mail  houjin@onyx.dti.ne.jp
編集：広報委員会　印刷：友美堂 〒164－0013  東京都中野区弥生町6－5－7 電話（3381）1423 FAX（3381）1743
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

中野法人会の 中野法人会の お気軽にどうぞ！！  
（まずはお電話を…） 無 料 法 律 相 談 

柴野様 

新井様 

大久保署長様 署の幹部の皆様 今野統括官様 �野様＆進藤様 

～～ 会場のサンプラザホール ～～ 滝口実行委員長 宮島会長 矢島副会長 優勝：古屋様 2位：荒川様 

～～～～～～～ 早朝から応援して頂いた皆様 ～～～～～～～ 

３位：清田様 根本様＆吉永様＆村田様 飛田様 岩崎様 滝口様＆�野様 鳥居様 

豊田様 鈴木様 古屋様 小高様 大野様 島田様 竹井様 菊地様 深澤様 吉田様 

谷津様 竹下様 

2月17日  “確定申告”e-Taxの利用促進をPR（JR中野駅頭） 

2月14日  ボウリング大会（於：サンプラザボウル） 

実施日時：5/1�、6/1�、7/2�、8/3�　13：00～17：00（相談時間は、1案件：45分） 
TEL：03－3388－6896　FAX：03－3388－2550（担当）佐藤・三國 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

今回の知っとくと得情報は、2017年（平成29年）

５月に成立した「民法（債権関係）の一部を改正

する法律」が2020年４月１日から施行されていま

すので、その内容について前号（231号）に引き

続き説明いたします。

１　消滅時効に関する見直し（第166条関係）

「消滅時効」とは、債権者が一定期間権利を

行使しないことによって債権が消滅するという

制度をいいます。長期間が経過すると、証拠が

散逸し、債務者であるとされた者が債務を負っ

ていないことを立証することも困難になるため、

このような制度が設けられていると言われてい

ます。

民法は今まで、消滅時効により債権が消滅す

るまでの期間（消滅時効期間）は原則10年であ

るとしつつ、例外的に、職業別により短期の消

滅時効期間（弁護士報酬は２年、医師の診療報

酬は３年、飲食代金のツケは１年など）を設け

ていました。

新しい民法では、時効制度が大きく見直しさ

れました。その内容の一つとして、時効の起算

点と時効期間の見直しがあります。これまでは、

�客観的に権利を行使することができる時から

10年間で債権は消滅するという原則のほか、�

債権者の職業ごとに時効期間の多数の例外が定

められていましたが、新しい民法では、�の原

則のほか、債権者が権利を行使することができ

ることを知った時から５年間で債権は消滅する

こととされ、�の例外は全て廃止されました。

ただし、債権者自身が、自分が権利を行使す

ることができることを知らないような債権（例

えば、債権者に返済金を過払したため、過払金

の返還を求める債権については、過払いの時点

では、その権利を有することがよく分からない

ことがあります。）については、権利を行使す

ることができる時から「10年」で時効になりま

す。

２　施行日より前に発生した権利の消滅時効

「施行日前に債権が生じた場合」又は「施行

日前に債権発生の原因である法律行為がされた

場合」には、その債権の消滅時効期間について

は、原則として、改正前の民法が適用されます。

１　保証人の保護に関する改正

「保証契約」とは、借金の返済や代金の支払

いなどの債務を負う「主債務者」がその債務の

支払いをしない場合に、主債務者に代わって支

払をする義務を負うことを約束する契約をいい

ます。

なお、「連帯保証契約」とは、保証契約の一

種ですが、主債務者に財産があるかどうかにか

かわらず、債権者が保証人に対して支払を求め

たり、保証人の財産の差押えをすることができ

るものです。

�極度額の定めのない個人の根保証契約は無効

「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不

特定の債務について保証する契約をいいます。

例えば、保証人となる時点では、現実にどれ

だけの債務が発生するのかはっきりしないな

ど、最終的にどれだけの金額の債務を保証す

るのかが分からないケースをいいます。

今回の改正では、個人が根保証契約を締結す

る場合には、保証人が支払の責任を負う金額

の上限となる「極度額」を定めなければ、保

証契約は無効となります。

�特別の事情による保証の終了

個人が保証人になる根保証契約については、

消滅時効

＝税の豆知識＝ 知っとくと　　　  情報 得 

税理士 

山　岡　修　治 
〒101－0047 
千代田区内神田１－２－２ 
　　　　　小川ビル７階 
神田合同税理士事務所 
TEL  03（3518）2711� 
FAX  03（3518）2712 
携帯  090（2212）0306 
e-mail  higumasy@d6.dion.ne.jp 

＝税の豆知識＝ 知っとくと　　　  情報 得 

保証契約
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

保証人が破産したときや、主債務者又は保証

人が亡くなったときなどは、その後に発生す

る主債務は保証の対象外となります。

�公証人による保証意思確認の手続を新設

法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場

合に、その事業に関与していない親戚や友人

などの第三者が安易に保証人なってしまい、

多額の債務を負うという事態が依然として生

じています。

そこで、個人が事業用の融資の保証人になろ

うとする場合には、公証人による保証意思の

確認を経なければならないこととされました。

この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結

しても、その契約は無効となります。

この手続では、保証意思宣明公正証書を作成

することになります。これは代理人に依頼す

ることができず、保証人になろうとする者は

自ら公証人の面前で保証意思を述べる必要が

あります。

�保証意思確認の手続費用

保証意思確認の手続の手数料は、保証契約ご

とに、原則として１通１万1000円となります。

その他の費用については、嘱託先となる公証

役場にお問い合わせください。

２　保証契約のリスク

保証人は、主債務者の代わりに主債務者の負

った債務を支払うよう債権者から求められるこ

とになります。保証人が任意に支払わない場合

には、保証人は、自宅の不動産が差押え・競売

されて立退きを求められたり、給与や預貯金の

差押えを受けたりするなど、裁判所の関与の下

で支払を強制されることにもなります。

このように、保証は大きな財産的リスクを伴

うものですが、主債務者から「迷惑を掛けない

から」、「名前だけ貸してほしい」などと言われ

て、安易に保証人となった結果、後々、大変な

状況に陥ってしまうというケースも見られます。

保証人になる際に

は、このようなリス

クがあることを十分

に認識しておくこと

が重要です。

・国税／４月分源泉所得税の納付　　　５月11日

・国税／３月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等） ６月１日

・国税／９月決算法人の中間申告　　　６月１日

・国税／６月、９月、12月決算法人の消費税等の

中間申告（年３回の場合） ６月１日

・国税／個人事業者の消費税等の中間申告（年３

回の場合） ６月１日

・国税／確定申告税額の延納届出による延納税額

の納付　　　　　　　　　　　６月１日

・国税／特別農業所得者の承認申請　　５月15日

・地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日

・国税／５月分源泉所得税の納付　　　６月10日

・国税／所得税の予定納税額の通知　　６月15日

・国税／４月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等） ６月30日

・国税／10月決算法人の中間申告　　　６月30日

・国税／７月、10月、１月決算法人の消費税等の

中間申告（年３回の場合） ６月30日

・地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の納

付（第１期分）

市町村の条例で定める日

・労務／健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支

払届　　　　　　　　　支払後５日以内

・労務／児童手当現況届（市町村役場に提出）

６月30日

5月の税務と労務

6月の税務と労務

「風流風呂」
日本人は清潔、風呂好きと良

く言われますが、日本独特の高

温多湿な気候も、日本人を風呂

好きにした要因の一つです。も

ともと入浴には宗教的な「禊」（みそぎ）の要素

があり、香りの強い植物で邪気を払う風習があ

りました。端午の節句の「菖蒲湯」、土用の「丑

湯」や冬至の「柚子湯」のように、年中行事の

季節の節目に「薬湯」に入るのもそのためです。

「薬湯」が庶民に広がったのは、銭湯が発達

した江戸時代です。しかも「薬湯」は「混浴」

が認められていたから、というのが庶民に広が

った本当の理由のようです。
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務 署 だ よ り 務 署 だ よ り 務 署 税 税 税 だ よ り 
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務 署 だ よ り 務 署 だ よ り 務 署 税 税 税 だ よ り 

都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 

5月は自動車税種別割の納期です 5月は自動車税種別割の納期です 
－都税についてのお知らせ－ 

5月は自動車税種別割の納期です 〈納期限〉6月1日（月曜日） 

令和2年4月より AIチャットボットによる都税お問合せサービスを開始しました 

令和２年度の自動車税種別割納税通知書は、5月１日（金曜日）に発送します。 
〈納付方法〉納期限までにお納めください。 
◆金融機関・郵便局・都税事務所・都税支所・支庁の窓口 
◆コンビニエンスストア（納付書１枚あたり合計金額が30万円までのもの） 
◆金融機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング、パソコン・
スマートフォンからクレジットカードでも納付できます（クレジットカード納付には手数料がかかります）。 

車検が近い方は、金融機関・コンビニエンスストア等の窓口で納付をお願いします。 
自動車税種別割納付から概ね一週間以内に車検を受ける場合は、納税通知書右端の納税証明書をご提示ください。 

お問合せ先　  主税局総務部総務課相談広報班　� 03-5388-2925

東京都主税局 検索 

〈利用方法〉 

〈利用方法〉 

1　主税局ホームページにアクセス 
2　ホームページ右下のバナーを選択 

■ 24時間365日、パソコンやスマートフォンから利用可能です。 
■ チャット（会話）形式で誰でも簡単にお問合せができます。 
■ 都税に関する一般的なお問合せにお答えします。 

2020年度  税務職員採用試験のお知らせ 2020年度  税務職員採用試験のお知らせ 2020年度  税務職員採用試験のお知らせ 

税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識を駆使して適正な課税を
維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。 

◇受験資格　�令和2年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過
していない者及び令和3年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 

　　　　　　�人事院が上記�に掲げる者に準ずると認める者 
◇申込手続　�申込方法　インターネット申込み…人事院ホームページ上の申込専用アドレスを御利用ください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html〕 
　　　　　　�受付期間　令和2年6月22日（月）9時から令和2年7月1日（水）まで〔受信有効〕 
　　　　　　�受験案内交付期間　令和2年5月8日（金）から令和2年7月1日（水）まで 
　　　　　　　　　　　　　　　　9時から17時まで（土曜日及び日曜日を除く。） 
　　　　　　�受験案内交付場所　東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所） 
　　　　　　　　　　　　　　　　（注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm〕 
◇試 験 日　第1次試験　令和2年9月6日（日） 
　　　　　　第2次試験　令和2年10月14日（水）から令和2年10月23日（金）までのうち指定された日時 
（注）詳細については、お気軽に東京国税局人事第二課試験係（電話（03）3542－2111内線2162）までお尋ねください。 

Pride of the Specialist  ～公平な世の中を創る、志～　適正公平な課税の実現を、我々と一緒に目指してみませんか 
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本 部 だ よ り 本 部 だ よ り 本 部 だ よ り 

大変内容の濃いセミナーでした 講師の齋藤英一氏（税理士） 挨拶：矢島副会長（事業委員長）

大好評!! 事業承継対策セミナー（2月13日）

野 区 だ よ り 野 区 だ よ り 野 区 中 中 中 だ よ り 

～～～～～～（1月25日～3月1日）中野の各地で“アール・ブリュット展”を開催～～～～～～

区長と実行委員の皆様 ～～様々なスポーツにチャレンジ～～ 応援頂いた皆様

東京商工会議所中野支部 中野21の会主催「中野スポーツチャレンジ（於：桃花小学校）」（2月16日）

～ 中野の魅力を発信しています ～
プラプラはICT・コンテンツ関連の事業を進め

ながら価値の創造・創発を生みだし、更なる地域
経済の発展、利便性向上、賑わい創出に資するた
めの事業を展開しております。
現在、中野区シティプロモーション事業助成を

受け「中野大好きナカノさん×ヒガナカ×ナカノ
プラプラ」として、中野大好きナカノさんのLINE
スタンプの作成や東中野のガイドブックの発行等、
中野区の魅力を発信するお手伝いを行っておりま
す。
また、地域マップやコンテンツ、相互コミュニ

ティーをクラウド上に展開するオンラインハンド
ブック、プログラミング教室中級セミナーのオン

ライン化、AIに関する様々な取り組みも引き続き
進めて参ります。
更に平成２年度は区内のIT化、およびキャッシ

ュレス化の推進につきましても会員のお力添えに
より積極的に進める方向です。

他にもICT・コンテンツに関わる様々な文化イ
ベントを後押しするナカノプラプラ。引き続きご
注目ください。
中野区グローバル戦略推進協議会の基幹団体の

ひとつ、中野区産業振興推進機構は、中野法人会
も会員である特定非営利活動法人中野コンテンツ
ネットワーク協会と、他３社により運営されてい
ます。

特定非営利活動法人 中野コンテンツネットワーク協会（ナカノプラプラ）からのお知らせ

“理事会”を開催（於：中野サンプラザ） ◆『第21回健康セミナー』開催ご案内 ◆
○日時：令和2年6月22日�　午後5時～午後6時
○会場：中野サンプラザ11階 アネモルーム
○演題：『心と体と食空間に氣を結ぶ』
○講師：まるもゆきこ氏

（フードセラピスト・管理栄養士）
～皆様、真剣に…～挨拶：丸田副署長様 宮島会長
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令和元年度新入会員 
 

㈱ Ｂ ａ ｒ ａ ｎ 

OGUSU＆CO㈱ 

㈱丸 福 

Ｔ Ｋ 産 業 ㈱  

㈱ D . P .アシスト 

加　藤　ゆう子 

吉 野 玲 子  

㈱ 中 野 スタッフ  

㈱シエロデザイン 

サンシャインレジデンス 

小 島 　 康  

㈱エスアールエス 

高円寺法律事務所 

㈱ ダイナミック 

NARUKIコミュニケーション 

㈱ ト ッ プ ラ ン  

佐藤徹税理士事務所 

青山一品 中野坂上店 

 

㈱ENOm（エノム） 

K  B r o t h e r s㈱ 

㈲オーケービル管理 

㈲ ハ イ テ ッ ク 

 

 

㈱富士通研製作所 

 

 

（合同会社）えるそる 

 

 

㈱ Ｐ Ｌ Ｓ Ｃ  

G p i c a ㈱  

㈲ 但 馬 屋  

㈱ e A s y  

 

 

㈱ イ ン プ リ ム  

㈱ キャズシップ  

㈱ テ ル シ ョ ー  

㈱ 味 噌 屋 商 店  

I L A ㈱  

㈱ セ ント ラ ル  

㈲ 建 守 酒 店  

ネットビジョンシステムズ㈱ 

庄 建 設 ㈱  

㈱ ベ ー タ 

 

 

（協）トーコーネットワーク 

㈱プリントマウス 

 

㈱Ｈ＆Ａ designers 

㈱ 虎 　 　 徹  

ユニコンスター㈱ 

㈱ O R D E N  

㈱ ク ロ ス ワ ン  

ユアーズ学術企画㈱ 

（合同会社）KWB 

Starting Business Japan㈱ 

サイエンステック貿易㈱ 

 

 

㈱ Ｇ ＆ Ｇ  

セレモ共済会㈱セレモニー 

（合同会社）大三郎 

㈱V I G O R U P 

㈱ 宅 配 広 告 社  

 

 

 

㈲ 中 島 事 務 所  

㈱ソ ー ト 

㈱ ク ル ー ガ ー  

㈱STコーポレーション 

由 　 　 　 有 ㈱  

（合同会社）7777777 

 

 

 

わ げ ん せ ㈱  

（一社）共有名義不動産問題研究所 

㈱ Ｅ Ａ Ｔ Ａ Ｓ 

 

 

（合同会社）ＭＩＬＤ ＬＩＦＥ 

 

練馬区石神井台7－26－1 

豊玉南1－18－18－202 

江戸川区中葛西2－4－27 

立川市栄町1－10－34 

八王子市石川町521－2－105 

新井2－35－10 

新井1－19－12－205号 

杉並区高円寺北1－4－5－201 

港区高輪4－2－6－104 

上高田2－56－4 

文京区関口2－7－4－201 

新井2－30－1 

杉並区高円寺北2－3－4－501 

神奈川区西神奈川1－6－1－602 

東中野2－1－2－1205 

渋谷区神南1－9－10－3Ｆ 

中央3－34－1－505 

本町2－51－10

 

上鷺宮1－7－5 

鷺宮3－38－11 

若宮3－6－15 

若宮3－20－1 

 

 

江原町2－22－12 

 

 

野方4－6－1－307 

 

 

新井1－9－3－202 

新井1－9－4－3F 

新井1－30－9 

新井2－1－1 

 

 

新井1－12－12－2F 

新井1－37－12 

新井5－23－6－101 

松が丘1－1－13 

松が丘2－5－8　2－2 

上高田2－12－9 

上高田3－22－9 

上高田3－39－13 

上高田5－14－7 

上高田5－45－9－3F 

 

 

中野4－3－1－304 

中野5－52－15－269 

 

上高田3－29－10 

東中野1－31－5－101 

東中野1－50－2－B1 

東中野1－50－2－B1 

東中野1－57－7－201 

東中野4－6－5 

東中野5－1－1 

東中野5－1－12－1205 

東中野5－22－14－604 

 

 

野方2－4－6－315 

東中野3－17－15 

中野2－7－12－501 

中野3－33－20－2F 

弥生町4－25－4－1階 

 

 

 

本町6－9－1 

本町4－5－10－1005 

中央4－1－3－4F 

中央5－20－13－1階 

本町6－13－8 

本町5－39－7－802 

 

 

 

中央1－29－18－202 

中央1－1－1 

本町1－13－14 

 

 

弥生町1－49－5

第8支部（中野１丁目～３丁目） 

第1支部（上鷺宮・鷺宮・白鷺・若宮） 賛助会員 

第11支部（弥生町、南台） 

第7支部（東中野） 

第9支部 
（中央３丁目～５丁目、本町４丁目～６丁目） 

第10支部 
（中央１丁目～２丁目、本町１丁目～３丁目） 

第2支部（江古田・江原町・丸山・沼袋） 

第3支部（大和町・野方） 

第4支部（新井） 

第5支部（松が丘・上高田） 

第6支部（中野４丁目～６丁目） 

春の税務研修会開催 春の税務研修会開催 
（中止になってしまいましたので、6月開催時に差し上げます。） 

テーマ：令和2年度  ここが変わる！ ことしの税制改正 

◆『中野法人会経営塾第一弾』開催ご案内◆ 
（共催：源泉研究部会・女性部会・青年部会） 

○日時：令和2年6月4日�　午後4時30分～午後6時 
　　　　令和2年6月5日�　午後4時30分～午後6時 
○会場：法人会館2階会議室 
○内容：令和2年度税制改正について 
○講師：齋藤英一先生（税理士） 

◆『第43回初歩の簿記講習会』開催ご案内◆ 
○日時：令和2年6月8・9・10日（Aコース） 

6月11・12日　（Bコース） 

　※何れも午後1時30分～午後3時30分　　　 

○会場：法人会館2階会議室 

○会費：吉田信康先生（税理士） 



《女性部会》《源泉研究部会》
◆確定申告について◆
２月６日、法人会館において、中野税
務署・田口審理上席を招聘して研修会を
行ないました。
今回の主な変更点としては、「配偶者

及び配偶者特別控除」です。申告される方ご本人の合
計所得金額に応じて適用され、控除額も変更になりま
した。「医療費控除」に関しては、領収書の提出が不
要になりました。
スマート申請等、内容の濃い研修でした。

《青年部会》
◆あのとき、米持建設に何が起こった
のか？～増収増益の裏側～◆
２月７日、法人会館において、米持
建設�代表の米持氏が講師となって行
なわれました。
40数年の自分史と米持建設�の歴史は、壮絶な物が
ありました。早くに先代社長の父を亡くされ、言葉で
言い表せないくらい大変な苦労があった事と思いま
す。持ち前の明るさとお人柄の良さ、新潟精神（？）
をバネに今日に至っている姿に、エールを送ります。
更なる飛躍を…と！
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支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 
支部・役員会を開催！
各支部共、令和元年度の事業・収支報告と令和２年度の事業などについて活発に話し合われました。

４月開催予定の『春の定時総会＆税務研修会』についても意見交換を行いました。

第1支部（久保支部長） 

第5支部（谷津支部長） 

第9支部（酒井支部長） 

第2支部（滝口支部長） 

第6支部（斉藤支部長） 

第10支部（鈴木支部長） 

第３支部（飛田支部長） 

第7支部（三橋支部長） 

第11支部（秋元支部長） 

第4支部（鳥居支部長） 

第8支部（柴野支部長） 

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

◆《女性部会（2月6日）》《源泉研究部会（2月6日）》《青年部会（2月7日）》「研修会」を開催 ◆

3月5日 源泉研究部会役員会3月4日 女性部会役員会 3月6日：青年部会役員会

2月6日（女性部会・源泉研究部会） �野部会長 2月7日（青年部会）安藤部会長 根本部会長

講師：田口上席様 講師：米持大介氏
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青年部会独自で“租税教室”を実施！（今年度は中野区内15の小学校で実施！） 

2月8日�（区立新井小学校6年1・2組（合同）） 

～～～ 講師：米持氏　　アシスタント：渡�氏・鳥居氏　　税金カルタ：柴野氏　　最後の挨拶：渡�氏 ～～～ 

2月8日�（区立桃花小学校6年1組（クラス別）） 

～～～ 講師：根本様　　アシスタント：佐野氏・内野氏　　税金カルタ：滝口氏　　最後の挨拶：滝口氏 ～～～ 

2月8日�（区立桃花小学校6年2組（クラス別）） 

～～～ 講師：内野氏　　アシスタント：佐野氏・根本様　　税金カルタ：滝口氏　　最後の挨拶：滝口氏 ～～～ 

2月8日�（区立桃花小学校6年3組（クラス別）） 

～～～ 講師：佐野氏　　アシスタント：根本様・内野氏　　税金カルタ：吉田氏　　最後の挨拶：滝口氏 ～～～ 

2月25日�（区立緑野小学校6年1・2組（クラス別）） 

～ 講師：内山氏・根本様　　アシスタント：吉永氏・加藤氏　　税金カルタ：新井氏・佐野氏　　最後の挨拶：米持氏 ～ 

2月18日�（区立美鳩小学校6年1・2・3組（合同）） 

～～～ 講師：根本様　　アシスタント：吉永氏・佐野氏　　税金カルタ：柴野氏　　最後の挨拶：新井氏 ～～～ 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/ 
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新宿支社/
東京都新宿区新宿4-3-25(TOKYU REIT新宿ビル6F)
TEL 03-3357-5221

東京第二プロチャネル営業部/
東京都新宿区西新宿2-4-1(新宿NSビル)
TEL 03-6894-9110

『新型コロナウイルス  健康相談ダイヤル』緊急開設のご案内 
大同生命保険�とAIG損害保険�より耳寄りなご案内です。 

ご参照ください。 

○受付期間：4月6日�～6月30日　　○受付時間：24時間（土・日・祝日含む） 
○対　　象：法人会会員企業の役員様・従業員様とそのご家族です。（予防方法？…風邪かな？…等々） 

経験豊かな看護師や保険師が土・日・祝日を含む24時間体制で新型コロナウイルスに 
関するご相談に対応させていただきます。（TEL：0120－102－297） 

無料 

厚生労働省　新型コロナウイルス　Q&A 検索 


